
事 務 連 絡  

  令和７年（2025年）12月 12日  

 

各障害福祉サービス事業所等 管理者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課  

 

   契約内容報告書の提出について（通知） 

 

 日頃より本市の障害福祉行政の推進にご協力いただき、感謝申し上げます。 

 現在、本市に契約内容報告書を提出いただいておりますが、令和７年８月８日付けの

国からの事務連絡を受けて、下記のとおり、取り扱いを変更しますので、ご確認のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 取り扱い変更内容 

【現 行】契約内容報告書を横須賀市障害福祉課に提出する。 

【変更後】契約内容報告書の提出を不要とする。 

 

２ 変更時期 

令和８年１月から提出を不要とします。 

 

３ 留意事項 

国からの通知では、審査支払事務を国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）

に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町

村の判断により、契約内容報告書の提出を省略することができるとの記載があります。 

そのため、国保連への請求時に入力する契約内容に関する情報（契約支給量、契約開

始日、契約終了日）が適切に管理されていることが前提となります。 

本市の請求審査時において、請求明細書への入力が誤っているため、警告が出ている

ケースが散見されますので、改めてご確認をいただきますようお願いいたします。 

 

 

【事務担当】 

障害福祉課 給付係  

  電話 046-822-9488 


